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【手続補正書】
【提出日】平成27年4月1日(2015.4.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体管腔内に配置されるように構成された、円筒形を有する植込み可能な装置であって、
　前記植込み可能な装置は、
　ストラットの枠組み構造と、
　前記ストラットの枠組み構造に、および、前記ストラットの枠組み構造の間に適用され
、前記枠組み構造内の内側領域を画定するポリマーのカバーと、
を備え、
　前記ストラットの枠組み構造は、
　前記円筒形の長手方向に沿って位置合わせされて配置される複数の環状セグメントであ
り、複数の環状セグメントの各環状セグメントが、前記植込み可能な装置の前記円筒形の
円周上に配置された複数の相互接続されたアームを備え、前記複数の相互接続されたアー
ムの各アームが、頂点を形成する角度で第１の隣接するアームと相互に接続され、かつ反
対方向を向いた頂点を形成する角度で第２の隣接するアームと相互に接続されて、前記複
数の環状セグメントの各環状セグメントの前記複数の相互接続されたアームが、ピークお
よび谷を画定するジグザグパターンで配置される、複数の環状セグメントと、
　前記複数の環状セグメントの隣接する環状セグメントの間で延び、かつ相互に接続する
複数のコネクタであり、前記長手方向に隣接するコネクタが、円周方向で互いに対してオ
フセットされ、かついずれの頂点も、前記複数のコネクタのうちの２つ以上のコネクタに
結合されることのない、交互に現れるパターンで配置される、複数のコネクタと、
　前記植込み可能な装置の端部における頂点にそれぞれが結合され、かつ前記円筒形の前
記円周方向に細長い開口部をそれぞれが備える第１の複数のアイレットであり、縫合糸を
受け入れるように構成され、かつ前記円筒形の第１の長手方向端部に隣接して配置される
第１の複数のアイレットと
を備える、植込み可能な装置。
【請求項２】
　前記複数の相互接続されたアームの２つの隣接するアームにより形成される角度が約４
５度である、請求項１に記載の植込み可能な装置。
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【請求項３】
　ストラットの前記枠組み構造が、形状記憶合金からなる、請求項１または２に記載の植
込み可能な装置。
【請求項４】
　ストラットの前記枠組み構造が、ニチノールの管からのレーザ切断されたものである、
請求項３に記載の植込み可能な装置。
【請求項５】
　第２の複数のアイレットをさらに備え、前記第２の複数のアイレットの各アイレットが
、前記植込み可能な装置の前記第１の端部の長手方向で反対側にある、前記植込み可能な
装置の第２の端部における頂点に結合され、かつ前記円筒形の前記円周方向に細長い開口
部を備え、前記第２の複数のアイレットが、第２の縫合糸を受け入れるように構成される
、請求項１から４のいずれかに記載の植込み可能な装置。
【請求項６】
　前記複数の相互接続されたアームの各アームが湾曲し、かつ屈曲点を有する、請求項１
から５のいずれかに記載の植込み可能な装置。
【請求項７】
　前記植込み可能な装置が近位端、遠位端、および中央部を画定し、前記近位端と遠位端
に隣接して配置されたストラットアームが、前記中央部に配置されたストラットアームよ
りも長い、請求項１から６のいずれかに記載の植込み可能な装置。
【請求項８】
　前記近位端および遠位端に隣接して配置されたコネクタが、前記中央部に配置されたコ
ネクタよりも長い、請求項７に記載の植込み可能な装置。
【請求項９】
　前記ポリマーカバーが、第１の層および第２の層を備え、前記第１の層および第２の層
の少なくとも一方がシリコーンを備える、請求項１から８のいずれかに記載の植込み可能
な装置。
【請求項１０】
　前記複数のコネクタのうちの１つまたは複数のコネクタが、オメガ形状の部分を備える
、請求項１から９のいずれかに記載の植込み可能な装置。
【請求項１１】
　前記複数の環状セグメントのうちの１つまたは複数が、前記植込み可能な装置に加えら
れる軸方向力に応じて、直径を縮小するように構成される、請求項１から１０のいずれか
に記載の植込み可能な装置。
【請求項１２】
　前記複数の相互接続されたアームの２つの隣接するアームにより形成される角度におけ
る内側半径が、約１５ミクロンから約９５ミクロンである、請求項１から１１のいずれか
に記載の植込み可能な装置。
【請求項１３】
　前記装置が、約７０ｍｍから約１５０ｍｍの長手方向長さを有する、請求項１から１２
のいずれかに記載の植込み可能な装置。
【請求項１４】
　前記装置が、約１２ｍｍから約２５ｍｍの直径を有する、請求項１から１３のいずれか
に記載の植込み可能な装置。
【請求項１５】
　体管腔内に配置されるように構成された、概して円筒形を有する植込み可能な装置であ
って、
　前記植込み可能な装置は、ストラットの枠組み構造を備え、
　前記ストラットの枠組み構造は、
　前記円筒形の長手方向に沿って位置合わせされて配置される複数の環状セグメントであ
り、複数の環状セグメントの各環状セグメントが、前記植込み可能な装置の前記円筒形の
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円周上に配置された複数の相互接続されたアームを備え、前記複数の相互接続されたアー
ムの各アームが、隣接するアームと相互に接続されて、約３０度から約６０度の角度を形
成する、複数の環状セグメントと、
　前記複数の環状セグメントの隣接する環状セグメントの間で延び、かつ相互に接続する
複数のコネクタであり、前記長手方向に隣接するコネクタが、円周方向で互いに対してオ
フセットされるように、交互に現れるパターンで配置される、複数のコネクタと、
　前記円筒形の円周方向に細長い開口部を備える第１の複数のアイレットであり、縫合糸
を受け入れるように構成され、かつ前記円筒形の第１の長手方向端部に隣接して配置され
る第１の複数のアイレットと、
　前記円筒形の円周方向に細長い第２の複数のアイレットであり、縫合糸を受け入れるよ
うに構成され、かつ前記円筒形の第２の長手方向端部に隣接して配置される第２の複数の
アイレットと、
を備え、
　少なくとも複数の環状セグメントが、前記植込み可能な装置に加えられる軸方向力に応
じて、直径を縮小するように構成される、植込み可能な装置。
【請求項１６】
　ストラットの前記枠組み構造が、形状記憶合金からなる、請求項１５に記載の植込み可
能な装置。
【請求項１７】
　ストラットの前記枠組み構造が、約０．３０ｍｍから約０．６０ｍｍの厚さを有する、
請求項１５または１６に記載の植込み可能な装置。
【請求項１８】
　２つの隣接するアームの相互接続により形成される前記角度の内側半径が、約１５ミク
ロンから約９５ミクロンである、請求項１５から１７のいずれかに記載の植込み可能な装
置。
【請求項１９】
　ストラットの前記枠組み構造に結合されたカバーをさらに備える、請求項１５から１８
のいずれかに記載の植込み可能な装置。
【請求項２０】
　前記カバーが、第１の層および第２の層から構成され、前記第１の層および第２の層の
少なくとも一方がシリコーンからなる、請求項１９に記載の植込み可能な装置。
【請求項２１】
　各相互接続されたアームが湾曲し、かつ少なくとも１つの屈曲点を含む、請求項１５か
ら２０のいずれかに記載の植込み可能な装置。
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